
　
憲
法
26
条
は
、「
義
務
教

育
は
、
こ
れ
を
無
償
と
す

る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　
　
学
校
給
食
も
教
育
の
一

部
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
無

料
に
す
べ
き
と
考
え
る
が
、

無
料
に
し
な
い
理
由
。

　
　

学
校
給
食
法
第
11
条
第

２
項
に
お
い
て
、「
学
校
給

食
の
実
施
に
必
要
な
施
設
及

び
設
備
に
要
す
る
経
費
並
び

に
学
校
給
食
の
運
営
に
要
す

る
経
費
以
外
の
学
校
給
食
に

要
す
る
経
費
は
、
学
校
給
食

を
受
け
る
児
童
又
は
保
護
者

の
負
担
と
す
る
。」
と
定
め

ら
れ
て
い
る
。

　
　
給
食
セ
ン
タ
ー
の
移
設

が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

る
が
、
そ
の
論
議
の
中
で
自

校
方
式
給
食
は
取
り
上
げ
た

か
。

　
　

自
校
方
式
を
採
用
す
る

と
各
学
校
の
敷
地
に
新
た
な

施
設
を
建
設
す
る
必
要
が
あ

る
な
ど
、
コ
ス
ト
が
か
か
る

た
め
、「
新
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
建
設
検
討
委
員
会
」
に

お
い
て
「
自
校
方
式
」
の
採

用
は
現
実
的
で
は
な
い
と
し

た
。

　
　
今
後
、
給
食
を
外
部
業

者
に
委
託
す
る
考
え
は
あ
る

か
。

　
　

学
校
給
食
の
安
全
性
や

給
食
の
質
を
落
と
さ
ず
、
地

産
地
消
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、

園
児
・
児
童
・
生
徒
に
給
食

を
提
供
し
て
い
く
。

　

献
立
の
作
成
及
び
食
材
の

発
注
と
納
入
は
、
町
が
担
当
。

　

調
理
・
食
器
等
の
洗
浄
及

び
配
送
・
回
収
業
務
を
、
民

間
委
託
す
る
。

　
阿
久
比
町
は
知
多
半
島
で

唯
一
「
両
親
が
社
会
保
険
に

入
っ
て
い
る
こ
と
」
を
保
育

園
の
入
園
条
件
に
し
て
い
る
。

　
　
こ
の
入
園
条
件
に
よ
っ

て
ど
ん
な
効
果
が
出
て
い
る

か
。

　
　

月
60
時
間
以
上
勤
務
で

保
護
者
が
社
会
保
険
に
加
入

さ
れ
て
い
る
認
定
児
童
で
あ

れ
ば
「
０
歳
か
ら
２
歳
児
」

の
児
童
に
つ
い
て
は
受
け
入

れ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
こ
の
入
園
条
件
の
為
に
、

入
園
で
き
な
い
子
ど
も
が
何

人
い
る
か
を
、
調
査
す
る
べ

き
で
は
な
い
か
。

　
　

第
２
期
の
「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
を

策
定
す
る
た
め
、
事
前
調
査

と
し
て
、
小
学
生
児
童
及
び

未
就
学
児
童
の
保
護
者
を
対

象
に
約
１
５
０
０
世
帯
に
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
。

　

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
活
用

し
て
概
算
的
な
数
値
を
把
握

す
る
。

・
障
が
い
者
の
生
活
を
保
障

す
る
問
題

保
育
園
の
入
所
問
題

調
査
を
実
施

問答問答

問答

問答

問答

学校給食の基本的な考え方
給食経費は児童・保護者負担

竹内　強  議員
（共産党）

楽しい給食時間

そ
の
他
の
質
問
項
目
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